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第4章 環境影響評価 

4.1 地球環境 

4.1.1 温室効果ガス 

環境影響評価の対象は、供用時の施設の供用に伴う温室効果ガスの排出量及び削減の程

度とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 原単位の把握 

(a) 二酸化炭素排出係数 

本事業において使用するエネルギーとして施設の稼働は電力及び都市ガス（都市ガス

の利用は協議・検討中）を計画しているが、本予測ではすべて電気と想定した。 

電力の二酸化炭素排出係数は、表 4.1.1-1に示すとおりである。 

 

表 4.1.1-1 二酸化炭素排出係数 

種 類 事業者名 二酸化炭素排出係数 

電 力 東京電力エナジーパートナー 0.452 kg-CO2/kWh 注 

※：基礎排出係数（残差）の数値を用いた。 

出典：電気事業者別排出係数（特定排出者の温室効果ガス排出量算定用）－R6年度実績－R8.1.9環境省・経済産 

業省公表」（令和8年2月環境省） 

 

(b) 基準となる商業施設の単位延床面積当たりのエネルギー消費原単位 

基準となる商業施設（従来店舗、最新店舗）の単位延床面積当たりのエネルギー消費

原単位は、表 4.1.1-2に示すとおりである。既存類似店舗の実績値とした。 

なお、最新店舗では、照明の LED化、代替フロンガス冷蔵庫の導入、空調の高効率化、

太陽光発電を実施している。 

 

表 4.1.1-2 基準となる商業施設の単位延床面積当たりのエネルギー消費原単位 

区分 既存店舗 
エネルギー使用量 

（電気：千 kWh/年） 

延床面積 

（m2） 

単位延床面積当たりの 

エネルギー消費原単位 

（電気：kWh/m2･年） 

従来店舗 

（2001 年設置） 
中青木店 約 1,598 約 2,941 約 543.4 

最新店舗 

（2024 年設置） 
船橋藤原店 約 1,225 約 2,992 約 409.4 
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b. 対策の実施状況 

(a) 温室効果ガス排出削減の取り組み 

政府が推進する「2050 年目標（カーボンニュートラル：CO2排出量実質ゼロ）」の実現

に向け、当社グループでは、長期目標として「2050 年度の温室効果ガス排出実質ゼロ」

を目指し、その対応を進めている。 

温室効果ガス排出量削減の取り組みでは、排出量の 8割を占める電気の使用に伴う間

接排出を重点に、省エネ・創エネのほか、再生可能エネルギーへの転換を推進し、削減

目標の達成を目指している。 

電力使用量を抑える「省エネ」は、設備面では、店舗照明を蛍光灯使用時と比較して

消費電力が約半分となる LED照明への切り替え、効率よく保冷する開閉式扉のショーケ

ースの導入等を行い、運用面では、使用電力を見える化し、コントロールするデマンド

モニターを全店に設置し、電力使用量の削減に取り組んでいる。 

電気を創る「創エネ」では、物流センターや店舗において「太陽光発電」の設備導入

を順次進め、CO2を排出しない再生可能エネルギーの採用を拡大していく。 

2025 年 2 月末現在では、44 か所の事業所に「太陽光発電」設備を導入し、2024 年度

には、CO2排出量 4,319t-CO2に相当する 1,021 万 kWhを発電した。 

「再生可能エネルギーへの転換」では、店舗や物流センターで使用する電力を非化石

電源に順次切り替え、2024 年度には、電力会社から供給される電力の約 8割を発電時に

化石燃料を使用せず大気中の CO2 を増加させない「非化石電源」への切り替えを行い、

101,140t-CO2相当の CO2排出を削減した。 

また、温室効果ガス排出量の約 1割を占める代替フロンについては、従来の代替フロ

ンガスから自然冷媒を使用する冷蔵ケースを導入することにより、温室効果ガス排出量

の削減に取り組んでいる（2025年 2月末現在、19店舗に導入）。新店舗及び冷凍機器の

更新を伴う既存店舗の改装では、半数以上の店舗に自然冷媒機器を導入している。既設

機器を含めた自然冷媒機器への転換目標として、主要冷凍冷蔵機器のうち自然冷媒機器

の占める割合を、2030 年度には 14％（約 2,800 台）、2040 年度には 24％（約 5,000 台）

にすることを目指している。 

なお、本事業においては、太陽光発電設備の導入を検討している。 

 

(b) 物流における温室効果ガスの削減 

商品配送等の物流による温室効果ガス排出量を削減する取り組みとして、「運行管理シ

ステム」「バース管理システム」を活用しており、本事業においても、同システムを活用

する計画である。 

車両運行データの把握によるエコドライブの推進、積載効率や配車効率のコントロー

ル、入荷待ち時間の大幅削減等、物流効率を最適化することで温室効果ガス排出量の削

減を行っている。 

自社物流という強みを最大限に活かし、物流の効率化、環境への配慮の取り組みを継

続していく。 
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(2) 予測・評価 

供用時において、以下に示す温室効果ガスへの影響が考えられるため、その影響の程度

について予測及び評価を行う。 

・施設の稼働に伴う温室効果ガス 

 

ア 施設の稼働に伴う温室効果ガス 

① 予 測 

a. 予測結果 

供用時における年間エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量は、表 4.1.1-3に示すと

おりである。 

二酸化炭素排出量は約 1,300t-CO2/年、二酸化炭素削減量は約 425t-CO2/年と予測する。 

 

表 4.1.1-3 供用時におけるエネルギー使用量及び二酸化炭素排出量及び削減量 

項目 単位 

区分 

従来店舗 

（対策前） 

最新店舗 

（対策後） 

①本計画の延べ面積 m2 約 7,025 約 7,025 

②エネルギー消費原単位 kWh/m2･年 約 543.4 約 409.4 

③年間のエネルギー使用量（①×②） 千 kWh/年 約 3,817 約 2,876 

④二酸化炭素排出係数 kg-CO2/kWh 0.452 0.452 

⑤二酸化炭素排出量（③×④） t-CO2/年 約 1,725 
約 1,300 

（本事業の排出量） 

⑥二酸化炭素削減量（⑤の差） t-CO2/年 約 425 

注：四捨五入の関係により計算結果に違いが生じる場合がある。 

 

② 評 価 

供用時における二酸化炭素排出量は約 1,300t-CO2/年、二酸化炭素削減量は約 425t-CO2/

年と予測した。 

本事業では、建築物の外壁や屋根には断熱性をもつ部材を使用し、建築物の断熱性を高

めるなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、事業者として実行可能な範囲で環境保全のための措置を講じることに

より、温室効果ガスの排出量を抑制できると評価する。 
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4.2 大 気 

4.2.1 大気質 

環境影響評価の対象は、工事中の建設機械の稼働、工事用車両の走行及び供用時の施設

関連車両の走行に伴う大気質への影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 大気質の状況 

(a) 既存資料調査 

ア. 二酸化窒素 

令和 2年度から令和 6年度の計画地周辺の一般局（田島測定局・川崎測定局・大師測

定局）及び自排局（池上測定局・富士見公園測定局）における二酸化窒素の測定結果は、

表 4.2.1-1に示すとおりである。 

環境基準との適合状況をみると、令和 2年度から令和 6年度においていずれの測定局

も環境基準を達成している。 

二酸化窒素濃度の令和 2 年度～令和 6 年度における測定結果の推移は、表 4.2.1-2

及び図 4.2.1-1に示すとおりである。 

令和 6 年度の日平均値の年間 98％値をみると 0.035～0.043ppm の範囲内で推移して

おり、いずれの測定局も環境基準を達成している。 
 

表 4.2.1-1 大気中の二酸化窒素濃度の測定結果（令和 6年度） 

測定項目 

一般局  自排局 

環境基準 
田島測定局 川崎測定局 大師測定局 池上測定局 

富士見公

園測定局 

年平均値（ppm） 0.014 0.014 0.015 0.024 0.017 1時間値の1日平均

値が 0.04 から

0.06ppm までのゾ

ーン内、又は、そ

れ以下であること 

日平均値の年間 98%値

（ppm） 
0.035 0.035 0.035 0.043 0.035 

環境基準評価 ○ ○ ○ ○ ○ 

注：1.日平均値の年間 98%値とは、年間の 1 日平均値の低い方から 98%に相当する値。 

注：2.日平均値の年間 98%値が 0.06ppm 以下の場合を環境基準の「達成」と評価し、○で表示した。 

出典：「令和 6 年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 7 年 7 月更新、川崎市 HP） 
 

表 4.2.1-2 大気中の二酸化窒素濃度の推移（年平均値及び年間 98%値） 

(単位：ppm) 

測定年度 

田島測定局 川崎測定局 大師測定局 池上測定局 
富士見公園 

測定局 

年平均

値 

年間

98%値 

年平均

値 

年間

98%値 

年平均

値 

年間

98%値 

年平均

値 

年間

98%値 

年平均

値 

年間

98%値 

令和 2 年度 0.016 0.041 0.017 0.042 0.017 0.042 0.028 0.052 0.020 0.039 

令和 3 年度 0.014 0.030 0.017 0.037 0.017 0.036 0.027 0.047 0.019 0.036 

令和 4 年度 0.016 0.036 0.017 0.035 0.016 0.036 0.026 0.045 0.019 0.038 

令和 5 年度 0.015 0.038 0.015 0.037 0.015 0.037 0.025 0.045 0.018 0.039 

令和 6 年度 0.014 0.035 0.014 0.035 0.015 0.035 0.024 0.043 0.017 0.035 

注：令和 3年度の田島測定局及び令和 2年度の富士見公園測定局は有効測定時間が年間 6,000時間未満のため、

環境基準の評価対象外であり参考値。 

出典：「令和 6 年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 7 年 7 月更新、川崎市 HP）  
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図 4.2.1-1 大気中の二酸化窒素濃度の推移（令和 2年度～令和 6年度） 

 

イ. 浮遊粒子状物質 

令和 2年度から令和 6年度の計画地周辺の一般局（田島測定局・川崎測定局・大師測

定局）及び自排局（池上測定局・富士見公園測定局）における浮遊粒子状物質の測定結

果は、表 4.2.1-3に示すとおりである。 

環境基準との適合状況をみると、令和 2年度から令和 6年度においていずれの測定局

も環境基準の長期的評価及び短期的評価を達成している。 

浮遊粒子状物質濃度の令和 2 年度～令和 6 年度における測定結果の推移は、表

4.2.1-4及び図 4.2.1-2に示すとおりである。 

令和 6 年度の日平均値の年間 2％除外値をみると、0.036～0.044mg/m3の範囲内で推

移しており、各測定局ともに長期的評価で環境基準を達成している。 
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表 4.2.1-3 大気中の浮遊粒子状物質の測定結果（令和 6年度） 

測定項目 

一般局  自排局 

田島測定局 川崎測定局 大師測定局 池上測定局 
富士見公

園測定局 

年平均値（mg/m3） 0.014 0.014 0.014 0.015 0.016 

長期的

評価 

日平均値の年間 2%除外値

（mg/m3） 
0.037 0.038 0.036 0.039 0.044 

日平均値が 0.10 ㎎/m3を超え

た日が 2 日以上連続の有無 
無 無 無 無 無 

環境基準評価 ○ ○ ○ ○ ○ 

短期的

評価 

1 時間値が 0.20mg/m3を超え

た時間数 
0 0 0 0 0 

日平均値が 0.10mg/m3を超え

た日数 
0 0 0 0 0 

環境基準評価 ○ ○ ○ ○ ○ 

注：1.日平均値の年間 2%除外値とは、年間の 1 日平均値の高い方から 2%除外した値。 

注：2.環境基準の長期的評価は、日平均値の 2%除外値が 0.10mg/m3以下、かつ、日平均値が 0.10mg/m3を超

えた日が 2 日以上連続しないことを達成した場合を「達成」と評価し、○で表示した。 

注：3.環境基準の短期的評価は、1 時間値が 0.20mg/m3以下、かつ、日平均値が 0.10mg/m3以下を達成した場

合を「達成」と評価し、○で表示した。 

出典：「令和 6 年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 7 年 7 月更新、川崎市 HP） 

 

表 4.2.1-4 大気中の浮遊粒子状物質の推移（年平均値及び年間 2%除外値） 

(単位：mg/m3) 

測定年度 

田島測定局 川崎測定局 大師測定局 池上測定局 
富士見公園 

測定局 

年平均

値 

年間

2%除外

値 

年平均

値 

年間

2%除外

値 

年平均

値 

年間

2%除外

値 

年平均

値 

年間

2%除外

値 

年平均

値 

年間

2%除外

値 

令和 2 年度 0.016 0.038 0.013 0.036 0.014 0.035 0.018 0.041 0.016 0.053 

令和 3 年度 0.014 0.032 0.011 0.028 0.013 0.033 0.015 0.035 0.015 0.041 

令和 4 年度 0.014 0.031 0.012 0.029 0.014 0.038 0.016 0.035 0.016 0.043 

令和 5 年度 0.014 0.033 0.012 0.028 0.013 0.034 0.016 0.034 0.015 0.035 

令和 6 年度 0.014 0.037 0.014 0.038 0.014 0.036 0.015 0.039 0.016 0.044 

注：令和 2 年度の富士見公園測定局は有効測定時間が年間 6,000 時間未満のため、環境基準の評価対象外で

あり参考値。 

出典：「令和 6 年度の大気環境及び水環境の状況等について」（令和 7 年 7 月更新、川崎市 HP） 
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図 4.2.1-2 大気中の浮遊粒子状物質濃度の推移（令和 2年度～令和 6年度） 

 

(b) 現地調査 

計画地近傍（No.A）における調査結果は表 4.2.1-5～6に示すとおりである。 

二酸化窒素、浮遊粒子状物質ともに環境基準を下回っていた。 

 

表 4.2.1-5 大気質（二酸化窒素）調査結果（現地調査） 

調査 
地点 

調査時期 
有効測定日数 測定時間 期間平均値 

1 時間値 
の最大値 

日平均値 
の最大値 

日 時間 ppm ppm ppm 

No.A 

冬季 7 168 0.018 0.042 0.026 

夏季 7 168 0.007 0.016 0.010 

2 季 14 336 0.013 0.042 0.026 

※環境基準：1 時間値の 1 日平均値が 0.04ppm から 0.06ppm のゾーン内又はそれ以下であること。 

 

表 4.2.1-6 大気質（浮遊粒子状物質）調査結果（現地調査） 

調査 
地点 

調査時期 
有効測定日数 測定時間 期間平均値 

1 時間値 
の最大値 

日平均値 
の最大値 

日 時間 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

No.A 

冬季 7 168 0.010 0.106 0.020 

夏季 7 168 0.018 0.045 0.025 

2 季 14 336 0.014 0.106 0.025 

※環境基準： 1 時間値の 1 日平均値が 0.10mg/m3以下であり、かつ、1 時間値が 0.20mg/m3以下であること。 
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図 4.2.1-3 大気質・気象・自動車交通量・道路構造等調査地点（現地調査） 
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b. 気象の状況 

(a) 既存資料調査 

ア. 風向・風速 

計画地最寄りの一般局である田島測定局及び大師測定局における令和 6 年度の月別

最多風向及び月別平均風速は表 4.2.1-7(1)に、年間風配図及び風向別平均風速は図

4.2.1-4(1)に示すとおりである。 

なお、田島測定局は Calmの出現率が高いこと、大師測定局の令和 6年度は 2月 1日

から 2月 17日まで欠損があることから、予測には大師測定局の令和 5年度の風向風速

のデータを用いた。大師測定局の令和 5 年度の月別最多風向及び月別平均風速は表

4.2.1-7(2)に、年間風配図及び風向別平均風速は図 4.2.1-4(2)に示すとおりである。 

 

表 4.2.1-7(1) 田島測定局及び大師測定局における最多風向及び平均風速（令和 6年度） 

年月 
田島測定局 大師測定局 

最多風向 
出現率
（％） 

平均風速
（m/s） 

最多風向 
出現率
（％） 

平均風速
（m/s） 

令和 6 年 

4 月 北北東 15.4 1.1 北東 10.8 2.9 
5 月 南 23.3 1.4 南 26.6 3.7 
6 月 南 21.5 1.1 南 24.8 2.9 
7 月 南南東 19.1 1.1 南 15.4 2.8 
8 月 南南東 20.1 1.3 南 19.3 3.4 
9 月 北北東 18.8 1.3 南 11.9 3.5 
10 月 北北東 23.1 1.0 北西 10.6 2.9 
11 月 北北東 24.3 0.9 北西 7.6 2.7 
12 月 西南西 13.0 0.8 北西 3.0 2.4 

令和 7 年 
1 月 西南西 22.7 0.9 北西 5.0 2.7 
2 月 西南西 19.7 1.1 北北西 3.8 2.5 
3 月 北北東 13.5 1.2 北北西 5.3 2.4 

年間 北北東 13.7 1.1 南 7.2 2.9 

注：1.最多風向が Calm（0.4m/s 以下）の際は、次点を掲載した。 
注：2.出現率は、Calm の出現率は無視し、16 方向の出現率の合計＝100％で計算した。 
注：3.平均風速は、各月・年間通じての値で、Calm の時の風速も計算に入れている。 

出典：「川崎市大気データ」（令和 7 年 9 月閲覧、川崎市 HP）    

    

表 4.2.1-7(2) 大師測定局における最多風向及び平均風速（令和 5年度） 

年月 
大師測定局 

最多風向 出現率（％） 平均風速（m/s） 

令和 5 年 

4 月 南南西 26.9 3.8 

5 月 南 16.3 3.4 

6 月 南 19.8 2.8 

7 月 南南西 26.1 3.5 

8 月 南 23.2 3.6 

9 月 南南西 18.2 3.2 

10 月 北西 17.9 2.5 

11 月 北北西 13.5 2.7 

12 月 西北西 17.3 2.3 

令和 6 年 

1 月 北西 22.9 2.7 

2 月 北北西 17.6 3.3 

3 月 北西 19.5 3.4 

年間 南南西 12.4 3.1 

注：1.最多風向が Calm（0.4m/s 以下）の際は、次点を掲載した。 

注：2.出現率は、Calm の出現率は無視し、16 方向の出現率の合計＝100％で計算した。 

注：3.平均風速は、各月・年間通じての値で、Calm の時の風速も計算に入れている。 

出典：「川崎市大気データ」（令和 7 年 9 月閲覧、川崎市 HP）     
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図 4.2.1-4(1) 田島測定局及び大師測定局における年間風配図（令和 6年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.1-4(2) 大師測定局における年間風配図（令和 5年度） 

 

(b) 現地調査 

ア. 風向・風速 

風向・風速の測定結果は、表 4.2.1-8に示すとおりである。 

秋季の風向は北寄りの風が多く、風速の期間平均は 2.5m/s、最大は 7.5m/sであった。 

冬季の風向は北寄りの風が多く、風速の期間平均は 2.4m/s、最大は 6.6m/sであった。 

夏季の風向は南西寄りの風が多く、風速の期間平均は 3.0m/s、最大は 5.5m/s であっ

た。 

周辺測定局等とのベクトル相関係数は、表4.2.1-9に示すとおり0.82～0.97であり、

各地点ともに相関性が高かった。 
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表 4.2.1-8(1) 風向・風速の測定結果（No.B：計画地、令和 5年度秋季） 

項目 
10/27 
（金） 

10/28 
（土） 

10/29 
（日） 

10/30 
（月） 

10/31 
（火） 

11/1 
（水） 

11/2 
（木） 

期間 

風向 
最多風向 

(出現頻度) 
N,NNW 

(25.0%) 
N 

(41.7%) 
N 

(75.0%) 
SSE 

(25.0%) 
N,NNE 

(16.7%) 
NNW 

(25.0%) 
N 

(20.8%) 
N 

(30.4%) 

風速 

(m/s) 

平均 1.6 2.8 4.9 2.6 1.5 2.1 1.8 2.5 

最大 3.8 4.0 7.5 4.8 3.5 3.8 3.1 7.5 

最小 0.2 0.6 1.8 0.6 0.1 1.0 0.7 0.1 

静穏率 12.5% 0% 0% 0% 12.5% 0% 0% 3.6% 

 

表 4.2.1-8(2) 風向・風速の測定結果（No.B：計画地、令和 5年度冬季） 

項目 
12/18 
（月） 

12/19 
（火） 

12/20 
（水） 

12/21 
（木） 

12/22 
（金） 

12/23 
（土） 

12/24 
（日） 

期間 

風向 
最多風向 

(出現頻度) 
N 

(75.0%) 
N 

(58.3%) 
NNW 

(33.3%) 
W 

(50.0%) 
N 

(25.0%) 
N 

(45.8%) 
NNW 

(41.7%) 
N 

(38.7%) 

風速 

(m/s) 

平均 3.2 1.9 1.7 3.5 2.7 1.6 1.9 2.4 

最大 5.6 3.4 3.7 6.6 6.2 3.4 3.0 6.6 

最小 0.7 0.2 0.3 1.1 1.3 0.5 0.5 0.2 

静穏率 0% 8.3% 8.3% 0% 0% 0% 0% 2.4% 

 

表 4.2.1-8(3) 風向・風速の測定結果（No.B：計画地、令和 6年度夏季） 

項目 
8/22 
（木） 

8/23 
（金） 

8/24 
（土） 

8/25 
（日） 

8/26 
（月） 

8/27 
（火） 

8/28 
（水） 

期間 

風向 
最多風向 

(出現頻度) 
SSE 

(33.3%) 
SW 

(54.2%) 
WSW 

(45.8%) 
SW 

(41.7%) 
SW 

(41.7%) 
SW 

(62.5%) 
SE 

(37.5%) 
SW 

(41.1%) 

風速 

(m/s) 

平均 2.6  3.3  2.9  2.9  3.3  3.1  2.9  3.0 

最大 4.2  4.7  5.0  5.5  5.1  5.2  4.9  5.5 

最小 1.7  2.0  0.9  0.1  1.3  0.5  1.1  0.1 

静穏率 0% 0% 0% 8.3% 0% 0% 0% 1.2% 

 

表 4.2.1-9 相関係数 

項目 季区分 

測定局等の気象観測所 

田島測定局 大師測定局 
アメダス 

羽田注 1 

東京管区 

気象台注 2 

横浜地方 

気象台注 3 

ベクトル相関係数 

秋季 0.91 0.92 0.95 0.92 0.97 

冬季 0.82 0.84 0.89 0.86 0.90 

夏季 0.88 0.87 0.90 0.86 0.89 

3 季 0.87 0.87 0.91 0.87 0.92 

注：1.大田区羽田空港東京航空地方気象台 

注：2.千代田区北の丸公園 

注：3.横浜市中区山手町横浜地方気象台 
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c. 自動車交通量等の状況 

(a) 既存資料調査 

調査結果は、「第 2章 2.1.7 交通、運輸の状況（1）道路の状況」(p.71～73)に示すと

おりであり、主要地方道 6号東京大師横浜線の令和 3年度の交通量（大型車混入率）は

昼間 19,444～30,374 台（40.2～41.8％）、24時間で 26,444～42,827台（35.4～35.9％）

であった。 

県道 101 号扇町川崎停車場線の令和 3 年度の交通量（大型車混入率）は昼間 10,225

台（61.9％）、24 時間で 13,497台（51.4％）であった。 

平成 22 年度からの交通量の変化はほぼ横ばい傾向であった。 

 

(b) 現地調査 

ア. 自動車交通量等 

自動車交通量の現地調査結果は、表 4.2.1-10に示すとおりである。 

平日の 24 時間交通量は、No.1 が 7,114 台、No.2 が 9,907 台、No.3 が 3,055 台大型

車混入率は 0.5～18.8％であった。 

休日の 24 時間交通量は、No.1 が 3,471 台、No.2 が 8,189 台、No.3 が 1,334 台、大

型車混入率は 0.4～13.1％であった。 

走行速度は、No.1が 43.5km/h、No.2 が 42.3km/h、No.3が 27.2km/hであった。 

 

表 4.2.1-10 自動車交通量の現地調査結果 

調査地点 区分 時間帯 
断面交通量（台） 大型車 

混入率 大型車 小型車 合計 

No.1 
（県道 101 号扇町川崎停車場線） 

平日 24 時間 1,337 5,777 7,114 18.8% 

No.2 
（市道南幸町渡田線） 

平日 24 時間 1,454 8,453 9,907 14.7% 

No.3 
（市道鋼管通 66 号線） 

平日 24 時間 15 3,040 3,055 0.5% 

No.1 
（県道 101 号扇町川崎停車場線） 

休日 24 時間 454 3,017 3,471 13.1% 

No.2 
（市道南幸町渡田線） 

休日 24 時間 573 7,616 8,189 7.0% 

No.3 
（市道鋼管通 66 号線） 

休日 24 時間 6 1,328 1,334 0.4% 

 

(2) 予測・評価 

工事中及び供用時において、以下に示す大気質への影響が考えられるため、その影響の

程度について予測及び評価を行う。 

・建設機械の稼働に伴う大気質濃度 

・工事用車両の走行に伴う大気質濃度 

・施設関連車両の走行に伴う大気質濃度 
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ア 建設機械の稼働に伴う大気質濃度 

① 予 測 

a. 予測結果 

(a) 長期将来濃度予測 

ア. 二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果は、表 4.2.1-11 及び図

4.2.1-5に示すとおりである。 

建設機械からの最大付加濃度出現地点は、計画地南側敷地境界付近であり、その値は

0.0019ppm である。 

日平均値の年間 98％値をみると、将来予測濃度は 0.0338ppm であり、環境保全目標

（0.06ppm 以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-11 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果 

（工事着手後 1～12ヶ月目） 

項 目 

バック 

グラウンド濃度 

建設機械からの 

最大付加濃度 

将来予測濃度 

（年平均値） 
付加率 

将来予測濃度 

（日平均値の年間 

98％値） 

環境保全 

目標 
A b a+b b/(a+b) 

二酸化窒素 

（ppm） 
0.014 0.0019 0.0159 11.9% 0.0338 0.06 以下 

注：日平均値の年間98％値＝1.2173×年平均値＋0.0144 

 

イ. 浮遊粒子状物質 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果は、表 4.2.1-12及び

図 4.2.1-6に示すとおりである。 

建設機械からの最大付加濃度出現地点は、計画地南側敷地境界付近であり、その値は

0.0007mg/m3 である。 

日平均値の年間 2％除外値をみると、将来予測濃度は 0.0358mg/m3 であり、環境保全

目標（0.10mg/m3以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-12 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果 

（工事着手後 1～12ヶ月目） 

項 目 

バック 

グラウンド濃度 

建設機械からの 

最大付加濃度 

将来予測濃度 

（年平均値） 
付加率 

将来予測濃度 

（日平均値の年間  

2％除外値） 

環境保全 

目標 
A b a+b b/(a+b) 

浮遊粒子状 

物質 

（mg/m3） 

0.014 0.0007 0.0147 4.8% 0.0358 0.10以下 

注：日平均値の年間2％除外値＝2.8045×年平均値－0.0054（詳細は、p.資1-24～25参照） 
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図 4.2.1-5 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果（長期将来濃度予測） 
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図 4.2.1-6 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果（長期将来濃度予測） 
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(b) 短期将来濃度予測 

ア. 二酸化窒素 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の短期将来濃度予測結果は、表 4.2.1-13に示すと

おりである。 

建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の将来予測濃度は 0.135～0.189ppmであり、環境保

全目標（0.2ppm 以下）を満足すると予測する。 

最大付加濃度が出現する南西の風向における建設機械からの濃度分布は、図 4.2.1-7

に示すとおりであり、最大付加濃度出現地点は計画地の北東側で、その値は 0.163ppm

である。 

 

 

表 4.2.1-13 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の短期将来濃度予測結果 

（工事着手後 5ヶ月目） 

項 目 
予測ケース 

（風向） 

バック 

グラウンド 

濃度 

建設機械からの 

最大付加濃度 
将来予測濃度 環境保全 

目標 

a b a+b 

二酸化窒素 

（ppm） 

北北東 

0.026 

0.160 0.186  

0.2 以下 

北東 0.149 0.175  

東北東 0.139 0.165  

東 0.128 0.154  

東南東 0.119 0.145  

南東 0.111 0.137  

南南東 0.126 0.152  

南 0.139 0.165  

南南西 0.144 0.170  

南西 0.163 0.189  

西南西 0.146 0.172  

西 0.130 0.156  

西北西 0.109 0.135  

北西 0.115 0.141  

北北西 0.141 0.167  

北 0.135 0.161  

注：網掛けは、計画地からの付加濃度が最大となった風向における結果を示す。 
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図 4.2.1-7 建設機械の稼働に伴う二酸化窒素の予測結果（短期将来濃度予測） 
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イ. 浮遊粒子状物質 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の短期将来濃度予測結果は、表 4.2.1-14に示

すとおりである。 

建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の将来予測濃度は 0.056～0.078mg/m3 であり、

環境保全目標（0.20mg/m3以下）を満足すると予測する。 

最大付加濃度が出現する北北東の風向における建設機械からの濃度分布は、図

4.2.1-8 に示すとおりであり、最大付加濃度出現地点は計画地の南西側で、その値は

0.062mg/m3である。 

 

表 4.2.1-14 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の短期将来濃度予測結果 

（工事着手後 5ヶ月目） 

項 目 
予測ケース 

（風向） 

バック 

グラウンド 

濃度 

建設機械からの 

最大付加濃度 
将来予測濃度 環境保全 

目標 

a b a+b 

浮遊粒子 

状物質 

（mg/m3） 

北北東 

0.016 

0.062 0.078  

0.20 以下 

北東 0.057 0.073  

東北東 0.054 0.070  

東 0.049 0.065  

東南東 0.045 0.061  

南東 0.040 0.056  

南南東 0.045 0.061  

南 0.052 0.068  

南南西 0.054 0.070  

南西 0.060 0.076  

西南西 0.055 0.071  

西 0.050 0.066  

西北西 0.042 0.058  

北西 0.044 0.060  

北北西 0.056 0.072  

北 0.050 0.066 

注：網掛けは、計画地からの付加濃度が最大となった風向における結果を示す。 
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図 4.2.1-8 建設機械の稼働に伴う浮遊粒子状物質の予測結果（短期将来濃度予測） 
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② 評 価 

建設機械の稼働に伴う大気質の長期将来濃度の最大値は、二酸化窒素（日平均値の年間

98％値）が 0.0338ppm であり、環境保全目標（0.06ppm 以下）を満足し、浮遊粒子状物質

（日平均値の年間 2％除外値）は 0.0358mg/m3であり、環境保全目標（0.10mg/m3以下）を

満足すると予測した。 

また、建設機械のピーク稼働時における短期将来濃度（1時間値）の最大値は、二酸化

窒素は 0.135～0.189ppm であり、環境保全目標（0.2ppm 以下）を満足すると予測した。

浮遊粒子状物質は 0.056～0.078mg/m3 であり、環境保全目標（0.20mg/m3 以下）を満足す

ると予測した。 

本事業の工事においては、建設機械について、可能な限り最新の排出ガス対策型を使用

するなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う建設機械の稼働は、計画地周辺の大気質に著しい

影響を及ぼすことはないと評価する。 

 

イ 工事用車両の走行に伴う大気質濃度 

① 予 測 

a. 予測結果 

(a) 二酸化窒素 

工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の予測地点（道路端）における長期将来濃度予測

結果は、表 4.2.1-15～16に示すとおりである。 

日平均値の年間 98％値をみると、将来予測濃度は 0.03158～0.03172ppmであり、環境

保全目標（0.06ppm以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-15 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果（年平均値） 

項目 予測地点 

バックグラウ

ンド濃度 

工事中一般交

通量による 

付加濃度 

工事用車両に

よる 

付加濃度 

将来予測濃度 
付加率 

（％） 

a b c a+b+c c/(a+b+c) 

二酸化窒素 

（ppm） 

No.1 
西側 

0.014 
0.000222 0.000005 0.01423 0.04 

東側 0.000191 0.000005 0.01420 0.04 

No.3 
北側 

0.014 
0.000106 0.000002 0.01411 0.01 

南側 0.000105 0.000002 0.01411 0.01 

 

表 4.2.1-16 工事用車両の走行に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果（日平均値） 

項目 予測地点 将来予測濃度（日平均値の年間98％値） 環境保全目標 

二酸化窒素 

（ppm） 

No.1 
西側 0.03172 

0.06 以下 
東側 0.03169 

No.3 
北側 0.03158 

南側 0.03158 

注：日平均値の年間98％値＝1.2173×年平均値＋0.0144  
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(b) 浮遊粒子状物質 

工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測地点（道路端）における長期将来濃度

予測結果は、表 4.2.1-17～18に示すとおりである。 

日平均値の年間 2％除外値をみると、将来予測濃度は 0.03388～0.03390mg/m3であり、

環境保全目標（0.10mg/m3以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-17 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果（年平均値） 

項目 予測地点 

バックグラウ

ンド濃度 

工事中一般交

通量による 

付加濃度 

工事用車両に

よる 

付加濃度 

将来予測濃度 
付加率 

（％） 

a b c a+b+c c/(a+b+c) 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

No.1 
西側 

0.014 
0.000014 0.0000003 0.014014 0.00 

東側 0.000012 0.0000003 0.014012 0.00 

No.3 
北側 

0.014 
0.000006 0.0000001 0.014006 0.00 

南側 0.000006 0.0000001 0.014006 0.00 

 

表 4.2.1-18 工事用車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果（日平均値） 

項目 予測地点 将来予測濃度（日平均値の年間2％除外値） 環境保全目標 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

No.1 
西側 0.03390 

0.10 以下 
東側 0.03389 

No.3 
北側 0.03388 

南側 0.03388 

注：日平均値の年間2％除外値＝2.8045×年平均値－0.0054（詳細は、p.資1-24～25参照） 

 

② 評 価 

工事用車両の走行に伴う道路端における長期将来濃度は、二酸化窒素（日平均値の年間

98％値）は 0.03158～0.03172ppmで、環境保全目標（0.06ppm以下）を満足すると予測し

た。浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2％除外値）は 0.03388～0.03390mg/m3で、環境保

全目標（0.10mg/m3以下）を満足すると予測した。 

本事業の工事においては、工事用車両について、可能な限り最新の排出ガス規制適合車

を使用するなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う工事用車両の走行は、沿道の大気質に著しい影響

を及ぼすことはないと評価する。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う大気質濃度 

① 予 測 

a. 予測結果 

(a) 二酸化窒素 

施設関連車両の走行に伴う二酸化窒素の予測地点（道路端）における長期将来濃度予

測結果は、表 4.2.1-19～20に示すとおりである。 

日平均値の年間 98％値をみると、将来予測濃度は 0.03152～0.03165ppmであり、環境

保全目標（0.06ppm以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-19 施設関連車両の走行に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果（年平均値：休日） 

項目 予測地点 

バックグラウ

ンド濃度 

将来一般交通

量による 

付加濃度 

施設関連車両 

による 

付加濃度 

将来予測濃度 
付加率 

（％） 

a B C a+b+c c/(a+b+c) 

二酸化窒素 

（ppm） 

No.1 
西側 

0.014 
0.00015 0.000021 0.01417 0.14 

東側 0.00013 0.000020 0.01415 0.14 

No.2 
南西側 

0.014 
0.00010 0.000003 0.01410 0.02 

北東側 0.00008 0.000002 0.01408 0.01 

No.3 
北側 

0.014 
0.00005 0.000009 0.01406 0.06 

南側 0.00005 0.000009 0.01406 0.06 

注：四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

 

表 4.2.1-20 施設関連車両の走行に伴う二酸化窒素の長期将来濃度予測結果（日平均値：休日） 

項目 予測地点 将来予測濃度（日平均値の年間98％値） 環境保全目標 

二酸化窒素 

（ppm） 

No.1 
西側 0.03165 

0.06 以下 

東側 0.03162 

No.2 
南西側 0.03156 

北東側 0.03154 

No.3 
北側 0.03152 

南側 0.03152 

注：日平均値の年間98％値＝1.2173×年平均値＋0.0144 
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(b) 浮遊粒子状物質 

施設関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の予測地点（道路端）における長期将来濃

度予測結果は、表 4.2.1-21～22に示すとおりである。 

日平均値の年間 2％除外値をみると、将来予測濃度は 0.03387～0.03390mg/m3であり、

環境保全目標（0.10mg/m3以下）を満足すると予測する。 

 

表 4.2.1-21 施設関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果（年平均値：休日） 

項目 予測地点 

バックグラウ

ンド濃度 

将来一般交通

量による 

付加濃度 

施設関連車両 

による 

付加濃度 

将来予測濃度 
付加率 

（％） 

a B c a+b+c c/(a+b+c) 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

No.1 
西側 

0.014 
0.000012 0.000002 0.014014 0.01 

東側 0.000011 0.000002 0.014013 0.01 

No.2 
南西側 

0.014 
0.000008 0.000001 0.014009 0.01 

北東側 0.000006 0.000001 0.014007 0.01 

No.3 
北側 

0.014 
0.000003 0.000001 0.014004 0.01 

南側 0.000003 0.000001 0.014004 0.01 

 

表 4.2.1-22 施設関連車両の走行に伴う浮遊粒子状物質の長期将来濃度予測結果（日平均値：休日） 

項目 予測地点 将来予測濃度（日平均値の年間2％除外値） 環境保全目標 

浮遊粒子状物質 

（mg/m3） 

No.1 
西側 0.03390 

0.10 以下 

東側 0.03390 

No.2 
南西側 0.03389 

北東側 0.03388 

No.3 
北側 0.03387 

南側 0.03387 

注：日平均値の年間2％除外値＝2.8045×年平均値－0.0054 

 

② 評 価 

施設関連車両の走行に伴う道路端における長期将来濃度は、二酸化窒素（日平均値の年

間 98％値）は 0.03152～0.03165ppm であり、環境保全目標（0.06ppm 以下）を満足する

と予測した。浮遊粒子状物質（日平均値の年間 2％除外値）は 0.03387～0.03390mg/m3で

あり、環境保全目標（0.10mg/m3以下）を満足すると予測した。 

本事業においては、施設関連車両に対して、アイドリングストップ等の注意喚起を実施

するなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の供用に伴う施設関連車両の走行は、沿道の大気質に著しい影

響を及ぼすことはないと評価する。 
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4.3 土壌汚染 

4.3.1 土壌汚染 

環境影響評価の対象は、工事の実施に伴い発生する土壌汚染による影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 地歴の状況 

計画地及びその周辺地域の土地利用の変遷を表4.3.1-1及び図4.3.1-1に示す。なお、

以下の説明は、川崎市による南渡田地区拠点整備基本計画に係る開発区域の範囲内（図

4.3.1-1の赤枠）についての説明である。 

住宅地図・地形図において、大正 11年では田・荒地・空地が確認できた。 

昭和 19 年では荒地が無くなり、複数の建築物が存在することが確認できた。 

昭和 34 年頃より、大部分が日本鋼管（株）関連となり、他に事業所が複数立地してい

ることが確認できた。 

昭和 41 年頃より平成 10年頃では日本鋼管（株）関連のみとなり、平成 20年頃では「未

来工房」「（株）昇和自動車」「（株）イスマンジェイ」「ＴＨＩＮＫスマート鋼構造材料ソ

リューションセンター」「アビリティーズテクノハブ川崎」「スチール研究所実験棟エリ

ア」が確認できた。 

平成 29年頃では「ＴＨＩＮＫ未来工房」「ＴＨＩＮＫスマート鋼構造材料ソリューシ

ョンセンター」「アビリティーズテクノハブ川崎」「アビリティーズ・ケアネット㈱」「ス

チール研究所実験棟エリア」確認でき、現在に至る。 

航空写真において、昭和 19 年頃より工場らしき建築物が確認できたが、昭和 31 年

までは、計画地内は空地が目立っていたことが確認できた。昭和 54 年頃から現在に至

るまで、大幅な変化は見られず、現在に至る。 

なお、計画地は現在更地となっている。 
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表 4.3.1-1(1) 土地利用の変遷 

年次 資料 土地利用 周辺の土地利用 参考図 

1922 年 
(大正 11年) 

地形図 田、荒地 

北：田 
東：空地、トラスコン工社 
南：鉄道、日本鋼管会社、空地 
西：鉄道、空地 

図 4.3.1-1(1)上 

1932 年 
(昭和 7 年) 

地形図 田、荒地 

北：鉄道、荒地 
東：道路、空地、日本鋼材会社 
南：鉄道、日本鋼管会社、 

濱川崎貨物駅、空地 
西：鉄道、荒地 

図 4.3.1-1(1)中 

1944 年 
(昭和 19年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
空地 

北：鉄道、道路、空地、建築物 
東：道路、工場、建築物 
南：鉄道 
西：鉄道、建築物 

図 4.3.1-1(1)下 

1945 年 
(昭和 20年) 

地形図 工場 

北：鉄道、道路、空地、建築物 
東：道路、工場、建築物、日本鋼材会社 
南：鉄道、日本鋼管会社、濱川崎貨物駅 
西：鉄道、建築物 

図 4.3.1-1(2)上 

1947 年 
(昭和 22年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
空地 

北：鉄道、道路、空地、建築物 
東：道路、工場、建築物 
南：鉄道 
西：鉄道、建築物 

図 4.3.1-1(2)中 

1956 年 
(昭和 31年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
空地 

北：鉄道、道路 
東：道路、居宅 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(2)下 

1959 年 
(昭和 34年) 

住宅 
地図 

事務所、倉庫 
共同住宅、工場、
空地、グランド 

北：鉄道、道路 
東：道路、三機工業㈱、日本鋼管㈱、 

居宅 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、三共鋼業㈱、店舗、 

居宅 

図 4.3.1-1(3)上 

1966 年 
(昭和 41年) 

住宅 
地図 

事務所、倉庫、 
工場、体育館 
グランド 

北：事業所、鉄道、道路 
東：道路、富士三機鋼管㈱、 

日本鋼管㈱、居宅 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、朝日機械㈱、店舗、 

居宅 

図 4.3.1-1(3)中 

1976 年 
(昭和 51年) 

住宅 
地図 

事務所、工場、 
体育館 

北：鉄道、空地、道路 
東：道路、日本鋼管㈱、空地 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、飛島建設㈱、店舗、 

居宅 

図 4.3.1-1(3)下 

1979 年 
(昭和 54年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
緑地 

北：鉄道、空地、道路 
東：道路、空地 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(4)上 

注：土地利用は川崎市による南渡田地区拠点整備基本計画に係る開発区域の範囲内（図 4.3.1-1 の赤枠）の内容を

示した。 
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表 4.3.1-1(2) 土地利用の変遷 

年次 資料 土地利用 周辺の土地利用 参考図 

1988 年 
(昭和 63年) 

住宅 
地図 

事務所、工場、 
体育館 

北：鉄道、道路 
東：道路、空地、日本鋼管㈱、事業所、 

駐車場 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、事業所、工場、 

店舗、居宅 

図 4.3.1-1(4)中 

1998 年 
(平成 10年) 

住宅 
地図 

事務所、工場、 
体育館 

北：鉄道、道路 
東：道路、工場、郵便局建設用地、 

事業所、駐車場 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、事業所、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(4)下 

2007 年 
(平成 19年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
緑地 

北：鉄道、道路 
東：道路、郵便局、事業所、駐車場 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、事業所、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(5)上 

2008 年 
(平成 20年) 

住宅 
地図 

事務所、工場、 
体育館 

北：鉄道、道路 
東：道路、郵便局、事業所、駐車場 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、事業所、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(5)中 

2017 年 
(平成 29年) 

住宅 
地図 

工場、ビル 

北：鉄道、道路 
東：道路、事業所、駐車場、川崎港郵便
局 
南：鉄道、須藤開発興業㈱ 
西：鉄道、事業所、居宅、空地 

図 4.3.1-1(5)下 

2019 年 
(令和元年) 

航空 
写真 

工場、事務所、 
緑地 

北：鉄道、道路 
東：道路、郵便局、事業所、駐車場 
南：鉄道 
西：鉄道、道路、事業所、店舗、居宅 

図 4.3.1-1(6)上 

2021 年 
(令和 3 年) 

住宅 
地図 

工場、ビル 

北：鉄道、道路 
東：道路、事業所、駐車場、 

川崎港郵便局 
南：鉄道、須藤開発興業㈱ 
西：鉄道、事業所、居宅、空地 

図 4.3.1-1(6)下 

注：土地利用は川崎市による南渡田地区拠点整備基本計画に係る開発区域の範囲内（図 4.3.1-1 の赤枠）の内容を

示した。 
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図 4.3.1-1(1) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真  
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図 4.3.1-1(2) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真  
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図 4.3.1-1(3) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真  
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図 4.3.1-1(4) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真  
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図 4.3.1-1(5) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真  
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図 4.3.1-1(6) 計画地及びその周辺の地形図・住宅地図・航空写真 
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(2) 予測・評価 

工事の実施に伴い発生する土壌汚染の影響について予測及び評価を行った。 

 

① 予 測 

a. 予測項目 

b. 予測結果 

本事業では計画地が形質変更時要届出区域に指定されていることから、汚染土壌が確

認されている範囲において工事を実施する場合は、汚染土壌を土壌汚染対策法等、関係

法令に基づき適切に処理すること、また、汚染土壌の運搬に際しては「汚染土壌の運搬

に関するガイドライン（改訂第 4.2版）」を遵守するとともに、汚染土壌の処理に際して

は、許可を得た汚染土壌処理業者に委託し、適正に処理する。これらから、汚染土壌の

適切な処理・処分が行われるものと予測する。 

 

② 評 価 

本事業では計画地が形質変更時要届出区域に指定されていることから、汚染土壌が確認

されている範囲において工事を実施する場合は、汚染土壌を土壌汚染対策法等、関係法令

に基づき適切に処理すること、また、汚染土壌の運搬に際しては「汚染土壌の運搬に関す

るガイドライン（改訂第 4.2版）」を遵守するとともに、汚染土壌の処理に際しては、許

可を得た汚染土壌処理業者に委託し、適正に処理する。これらから、汚染土壌の適切な処

理・処分が行われるものと予測した。 

また、場内で仮置き等を行う場合には、特定有害物質等の飛散等を防止するため、シー

トで覆う等の必要な措置を講じるなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、人の健康の保護の観点からみて必要な水準を超えないものと評価する。 
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4.4 騒音・振動・低周波音 

4.4.1 騒 音 

環境影響評価の対象は、工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行、供用時の冷暖

房施設等の設置及び施設関連車両の走行に伴う騒音の影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 騒音の状況（環境騒音及び道路交通騒音） 

(a) 現地調査 

ア. 環境騒音 

環境騒音の現地調査結果は、表 4.4.1-1に示すとおりである。 

環境騒音の等価騒音レベル（LAeq）は、昼間が 56.2 デシベル、夜間が 56.0 デシベル

であった。 

計画地周辺の主要地方道 6 号東京大師横浜線及び首都高速神奈川 1 号横羽線を通行

する車両走行音が主な騒音発生源であった。 

調査結果を騒音に係る環境基準（昼間 60デシベル以下、夜間 50デシベル以下）と比

較すると、夜間は環境基準を 6.0デシベル程度超過していた。 
 

表4.4.1-1 環境騒音の現地調査結果 

調査地点 区分 
時間 

区分 

環境騒音レベル（デシベル） 
環境基準 

（デシベル） 

LA5 LA50 LA95 LAeq 
一般地域 
（C類型） 
（LAeq） 

No.Ａ 

（計画地近傍） 
平日 

昼間 61.1 53.8 52.0 56.2 60以下 

夜間 60.5 52.7 50.9 56.0 50以下 

注：1.時間区分 昼間：6～22 時、夜間 22～6 時 
注：2.LAeqは等価騒音レベル、LA50は中央値、LA5及び LA95は 90％レンジの上端値及び下端値を示す。 
注：3.LAeqはエネルギー平均値、LA50、LA5及び LA95は算出平均値を示す。 
注：4.No.A では、C 類型における騒音の環境基準が適用される。 
注：5.網掛けは環境基準を上回っていることを示す。 

 

イ. 道路交通騒音 

道路交通騒音の現地調査結果は、表 4.4.1-2に示すとおりである。 

道路交通騒音の等価騒音レベル（LAeq）は、No.1 では平日の昼間が 63.7 デシベル、夜

間が 57.8デシベル、休日の昼間が 59.6デシベル、夜間が 54.4デシベル、No.2では平

日の昼間が 67.5 デシベル、夜間が 66.1 デシベル、休日の昼間が 66.8 デシベル、夜間

が 62.7 デシベル、No.3では平日の昼間が 63.1デシベル、夜間が 58.2デシベル、休日

の昼間が 59.1デシベル、夜間が 57.0デシベルであった。 

道路交通騒音の等価騒音レベル（LAeq）を騒音に係る環境基準（No.1、No.2が昼間 70

デシベル以下、夜間 65デシベル以下、No.3 が昼間 65デシベル以下、夜間 60デシベル

以下）と比較すると、No.1 の全時間帯、No.2の平日の昼間、休日及び No.3の全時間帯

は環境基準を満足していたが、No.2 の平日の夜間は 1.1 デシベル程度環境基準を超過

していた。 
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表4.4.1-2 道路交通騒音の現地調査結果 

調査地点 区分 
時間 
区分 

道路交通騒音レベル（デシベル） 環境基準 
（デシベル） 

（LAeq） 
LA5 LA50 LA95 LAeq 

No.1 
（一般県道 101 号
扇町川崎停車場

線） 

平日 
昼間 68.9 59.4 54.5 63.7 70 以下 

夜間 61.8 51.9 47.8 57.8 65 以下 

休日 
昼間 64.5 54.0 49.2 59.6 70 以下 

夜間 58.0 48.1 44.3 54.4 65 以下 

No.2 
（市道南幸町 
渡田線） 

平日 
昼間 73.4 60.9 51.5 67.5 70 以下 

夜間 72.1 54.9 47.3 66.1 65 以下 

休日 
昼間 73.1 58.2 47.1 66.8 70 以下 

夜間 69.7 47.8 40.8 62.7 65 以下 

No.3 
（市道鋼管通 
66 号線） 

平日 
昼間 68.0 58.9 55.7 63.1 65 以下(参考) 

夜間 61.9 54.8 50.5 58.2 60 以下(参考) 

休日 
昼間 63.3 55.8 52.7 59.1 65 以下(参考) 

夜間 59.7 53.1 48.7 57.0 60 以下(参考) 

注：1.時間区分 昼間：6～22 時、夜間 22～6 時 

注：2.LAeqは等価騒音レベル、LA50は中央値、LA5及び LA95は 90％レンジの上端値及び下端値を示す。 

注：3.LAeqはエネルギー平均値、LA50、LA5及び LA95は算出平均値を示す。 

注：4.No.1 及び No.2 では、幹線交通を担う道路に近接する空間における騒音の環境基準が適用される。

No.3 では、工業専用地域に指定されていることから、道路に面する地域の環境基準は適用されない。

参考として、道路に面する地域(地域区分：B 地域のうち、2 車線以上の車線を有する地域及び C 地域

のうち、車線を有する道路に面する地域)における騒音の環境基準を示す。 

注：5.網掛けは環境基準を上回っていることを示す。 

 

b. 自動車交通量等の状況 

(a) 既存資料調査 

調査結果は、「第 2 章 2.1.7 交通、運輸の状況（1）道路の状況」(p.71～73)に示すと

おりであり、計画地東側を通る一般県道 101 号扇町川崎停車場線（地点⑩：川崎市川崎

区大島 2-6-11）の令和 3年度の交通量（大型車混入率）は昼間 8,599台（20.5％）、24時

間で 11,265 台（19.9％）、計画地北西側を通る市道南幸町渡田線（地点⑯：川崎市川崎

区渡田 3-4-10）の令和 3年度の交通量（大型車混入率）は昼間 15,577台（15.0％）、24

時間で 20,873台（16.1％）であった。 

平成 22 年度からの交通量の変化はほぼ横ばい傾向であった。 
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(b) 現地調査 

ア. 自動車交通量 

自動車交通量の現地調査結果は、表 4.4.1-3に示すとおりである。 

平日の昼間（6～22 時）の交通量は、No.1 が 6,637台、No.2が 8,835台、No.3 が 2,831

台、大型車混入率は 0.5～18.6％であった。 

平日の夜間（22～6 時）の交通量は、No.1 が 477 台、No.2 が 1,072 台、No.3 が 224

台、大型車混入率は 0.0～21.8％であった。 

平日の 24 時間交通量は、No.1 が 7,114 台、No.2 が 9,907 台、No.3 が 3,055 台、大

型車混入率は 0.5～18.8％であった。 

休日の昼間（6～22 時）の交通量は、No.1 が 3,165台、No.2が 7,386台、No.3 が 1,219

台、大型車混入率は 0.2～12.5％であった。 

休日の夜間（22～6時）の交通量は、No.1 が 306台、No.2 が 803台、No.3 が 115台、

大型車混入率は 2.6～18.6％であった。 

休日の 24 時間交通量は、No.1 が 3,471 台、No.2 が 8,189 台、No.3 が 1,334 台、大

型車混入率は 0.4～13.1％であった。 

走行速度は、No.1が 43.5km/h、No.2 が 42.3km/h、No.3が 27.2km/hであった。 

 

表 4.4.1-3 自動車交通量の現地調査結果 

調査地点 区分 時間帯 
断面交通量（台） 大型車 

混入率 大型車 小型車 合計 

No.1 

（一般県道 101 号扇町

川崎停車場線） 

平日 

昼間 1,233 5,404 6,637 18.6% 

夜間 104 373 477 21.8% 

24 時間 1,337 5,777 7,114 18.8% 

休日 

昼間 397 2,768 3,165 12.5% 

夜間 57 249 306 18.6% 

24 時間 454 3,017 3,471 13.1% 

No.2 

（市道南幸町渡田線） 

平日 

昼間 1,246 7,589 8,835 14.1% 

夜間 208 864 1,072 19.4% 

24 時間 1,454 8,453 9,907 14.7% 

休日 

昼間 463 6,923 7,386 6.3% 

夜間 110 693 803 13.7% 

24 時間 573 7,616 8,189 7.0% 

No.3 

（市道鋼管通 66 号線） 

平日 

昼間 15 2,816 2,831 0.5% 

夜間 0 224 224 0.0% 

24 時間 15 3,040 3,055 0.5% 

休日 

昼間 3 1,216 1,219 0.2% 

夜間 3 112 115 2.6% 

24 時間 6 1,328 1,334 0.4% 

注：時間帯は環境基準の時間帯であり、昼間が 6～22 時、夜間が 22～6 時である。 
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図 4.4.1-1 騒音・振動道路構造等現地調査地点図 
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(2) 予測・評価 

工事中及び供用時において、以下に示す騒音による影響が考えられるため、その影響の

程度について予測及び評価を行う。 

・建設機械の稼働に伴う騒音 

・工事用車両の走行に伴う騒音 

・冷暖房施設等の設置に伴う騒音 

・施設関連車両の走行に伴う騒音 

 

ア 建設機械の稼働に伴う騒音 

① 予 測 

a. 予測結果 

建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果は、表 4.4.1-4 及び図 4.4.1-2 に示すとおり、

最大値は計画地南側敷地境界付近の 70.4 デシベルであり、環境保全目標（85 デシベル

以下）を満足すると予測する。 

 

表4.4.1-4 建設機械の稼働に伴う騒音の予測結果 

項目 予測時期 予測結果（LA5）の最大値 環境保全目標 

建設作業騒音 
工事着手後 

5 ヶ月目 
70.4 デシベル 85 デシベル以下 

 

② 評 価 

建設機械の稼働に伴う騒音レベルは、計画地南側敷地境界付近で最大 70.4 デシベルで

あり、環境保全目標（85デシベル以下）を満足すると予測した。 

本事業の工事においては、建設機械について可能な限り低騒音型を使用するなどの環境

保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う建設機械の稼働に伴う騒音は、計画地周辺の生活

環境の保全に支障はないと評価する。 
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図 4.4.1-2 建設機械の稼働に伴う騒音予測結果（工事着手後 5ヶ月目） 
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イ 工事用車両の走行に伴う騒音 

① 予 測 

a. 予測結果 

工事用車両の走行に伴う騒音の予測結果は、表 4.4.1-5に示すとおりである。 

地点 No.1 の工事中交通量による等価騒音レベルは 63.2～63.8 デシベルであり、環境

保全目標（70デシベル以下）を満足すると予測する。なお、工事用車両による増加レベ

ルは 0.1デシベルであることから影響は小さいと予測する。 

地点 No.3 の工事中交通量による等価騒音レベルは 63.2 デシベルであり、環境保全目

標（65デシベル以下）を満足すると予測する。なお、工事用車両による増加レベルは 0.1

デシベルであることから影響は小さいと予測する。 

 

表4.4.1-5 工事用車両の走行に伴う騒音の予測結果（工事着手後11ヶ月目） 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（LAeq） 

予測計算値 

（LAeq） 

補正値 

（LAeq） 
予測計算値（LAeq） 予測結果（LAeq） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

工事中一般

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

工事中 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

工事中一般

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

工事中 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

工事用車

両の走行

に伴う増

加レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 63.7 61.2 2.5 61.2 61.3 63.7 63.8 0.1 

70 
東側 － 60.6 2.5※ 60.6 60.7 63.1 63.2 0.1 

No.3 
北側 63.1 65.3 -2.2 65.3 65.4 63.1 63.2 0.1 

65 
南側 - 65.3 -2.2※ 65.3 65.4 63.1 63.2 0.1 

注：1.等価騒音レベルは、昼間（6～22時）の等価騒音レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

② 評 価 

地点 No.1 の工事中交通量による等価騒音レベルは 63.2～63.8 デシベルであり、環境

保全目標（70デシベル以下）を満足すると予測する。なお、工事用車両による増加レベ

ルは 0.1デシベルであることから影響は小さいと予測した。 

地点 No.3 の工事中交通量による等価騒音レベルは 63.2 デシベルであり、環境保全目

標（65デシベル以下）を満足すると予測する。なお、工事用車両による増加レベルは 0.1

デシベルであることから影響は小さいと予測した。 

本事業の工事においては、工事用車両の運転者に対し、適宜運転教育を実施し、待機

中のアイドリングストップ、加減速の少ない運転を行うこと等のエコドライブを徹底す

るなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う工事用車両の走行は、沿道の生活環境の保全に

著しい影響を及ぼすことはないものと評価する。  
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ウ 冷暖房施設等の設置に伴う騒音 

① 予 測 

a. 予測結果 

冷暖房施設等の設置に伴う騒音の予測結果は、表 4.4.1-6 及び図 4.4.1-3 に示すとお

りである。 

計画敷地境界における冷暖房設備等からの騒音レベルは、西側で最大 54.9 デシベル、

北側で最大 55.8デシベルであり、各時間帯において環境保全目標（55～72.5デシベル）

を満足すると予測する。 

 

表4.4.1-6 冷暖房施設等の設置に伴う騒音の予測結果 

項目 予測地点 
予測結果（LA5）の 

最大値（デシベル） 

環境保全目標 

（デシベル） 

施設騒音 

（デシベル） 

計画地西側 

敷地境界最大地点 
54.9 

6～8時 ：65  

8～18時 ：70  

18～23時 ：65  

23～6時 ：55  

計画地北側 

敷地境界最大地点 
55.8 

6～8時 ：70  

8～18時 ：72.5  

18～23時 ：70  

23～6時 ：60  

注：冷暖房施設の稼働時間は24時間とした。 

 

② 評 価 

計画敷地境界における冷暖房設備等からの騒音レベルは、西側で最大 54.9 デシベル、

北側で最大 55.8 デシベルであり、各時間帯において環境保全目標（55～72.5 デシベル）

を満足すると予測した。 

本事業の実施においては、設備機器については、定期的な整備点検を行い、整備不良等

による騒音の増加を防止する環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の実施に伴う冷暖房施設等の設置に伴う騒音は、計画地周辺の

生活環境の保全に支障はないと評価する。 
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図 4.4.1-3 冷暖房施設等の設置に伴う騒音の予測結果 
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エ 施設関連車両の走行に伴う騒音 

① 予 測 

a. 予測結果 

施設関連車両の走行に伴う騒音の予測結果は、表 4.4.1-7(1)～(4)に示すとおりであ

る。 

地点 No.1 の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 64.3～64.7 デシベル、夜

間 59.1～59.6デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 62.0～62.2 デシベル、夜間 57.1

～57.8 デシベルであり、環境保全目標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以

下）を満足すると予測する。なお、施設関連車両による増加レベルは 0.3～1.0デシベル

であることから影響は小さいと予測する。 

地点 No.2 の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 66.9～67.7 デシベル、夜

間 65.1～66.1デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 66.8～67.0 デシベル、夜間 62.2

～62.9 デシベルであり、環境保全目標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以

下）を平日の夜間のみ上回ると予測するが、現況においても既に環境保全目標を上回っ

ており、施設関連車両による増加レベルは 0.0～0.2デシベルであることから影響は小さ

いと予測する。 

地点 No.3の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 63.7デシベル、夜間 58.4

デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 59.8 デシベル、夜間 57.6 デシベルであり、環

境保全目標（昼間：65 デシベル以下、夜間：60 デシベル以下）を満足すると予測する。

なお、施設関連車両による増加レベルは 0.2～0.7デシベルであることから影響は小さい

と予測する。 
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表4.4.1-7(1) 施設関連車両の走行に伴う騒音の予測結果（平日）[昼間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（LAeq） 

予測計算値 

（LAeq） 

補正値 

（LAeq） 
予測計算値（LAeq） 予測結果（LAeq） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

施設関連 

車両の 

走行に伴う

増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 63.7 61.2 2.5 61.9 62.2 64.4 64.7 0.3 

70 
東側 － 60.6 2.5※ 61.4 61.8 63.9 64.3 0.4 

No.2 
南西側 - 63.7 3.0※ 63.8 63.9 66.8 66.9 0.1 

70 
北東側 67.5 64.5 3.0 64.6 64.7 67.6 67.7 0.1 

No.3 
北側 63.1 65.3 -2.2 65.7 65.9 63.5 63.7 0.2 

65 
南側 - 65.3 -2.2※ 65.7 65.9 63.5 63.7 0.2 

注：1.等価騒音レベルは、昼間（6～22時）の等価騒音レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

表4.4.1-7(2) 施設関連車両の走行に伴う騒音の予測結果（平日）[夜間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（LAeq） 

予測計算値 

（LAeq） 

補正値 

（LAeq） 
予測計算値（LAeq） 予測結果（LAeq） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

施設関連 

車両の 

走行に伴う

増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 57.8 52.9 4.9 54.2 54.7 59.1 59.6 0.5 

65 
東側 － 52.6 4.9※ 53.7 54.2 58.6 59.1 0.5 

No.2 
南西側 - 57.9 7.1※ 57.9 58.0 65.0 65.1 0.1 

65 
北東側 66.1 59.0 7.1 59.0 59.0 66.1 66.1 0.0 

No.3 
北側 58.2 57.2 1.0 57.2 57.4 58.2 58.4 0.2 

60 
南側 - 57.2 1.0※ 57.2 57.4 58.2 58.4 0.2 

注：1.網掛けは、環境保全目標を上回っている値を示す。 

注：2.等価騒音レベルは、夜間（22～6時）の等価騒音レベルである。 

注：3.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 
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表4.4.1-7(3) 施設関連車両の走行に伴う騒音の予測結果（休日）[昼間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（LAeq） 

予測計算値 

（LAeq） 

補正値 

（LAeq） 
予測計算値（LAeq） 予測結果（LAeq） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

施設関連 

車両の 

走行に伴う

増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 59.6 57.2 2.4 58.8 59.8 61.2 62.2 1.0 

70 
東側 － 56.9 2.4※ 58.7 59.6 61.1 62.0 0.9 

No.2 
南西側 - 62.4 4.2※ 62.4 62.6 66.6 66.8 0.2 

70 
北東側 66.8 62.6 4.2 62.6 62.8 66.8 67.0 0.2 

No.3 
北側 59.1 61.6 -2.5 61.6 62.3 59.1 59.8 0.7 

65 
南側 - 61.6 -2.5※ 61.6 62.3 59.1 59.8 0.7 

注：1.等価騒音レベルは、昼間（6～22時）の等価騒音レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

表4.4.1-7(4) 施設関連車両の走行に伴う騒音の予測結果（休日）[夜間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（LAeq） 

予測計算値 

（LAeq） 

補正値 

（LAeq） 
予測計算値（LAeq） 予測結果（LAeq） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

現況交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来一般 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

将来 

交通量 

による 

等価騒音 

レベル 

施設関連 

車両の 

走行に伴う

増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 54.4 50.4 4.0 52.9 53.8 56.9 57.8 0.9 

65 
東側 － 50.6 4.0※ 52.1 53.1 56.1 57.1 1.0 

No.2 
南西側 - 56.3 5.7※ 56.3 56.5 62.0 62.2 0.2 

65 
北東側 62.7 57.0 5.7 57.0 57.2 62.7 62.9 0.2 

No.3 
北側 57.0 54.7 2.3 54.7 55.3 57.0 57.6 0.6 

60 
南側 - 54.7 2.3※ 54.7 55.3 57.0 57.6 0.6 

注：1.等価騒音レベルは、夜間（22～6時）の等価騒音レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 
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② 評 価 

地点 No.1 の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 64.3～64.7 デシベル、夜

間 59.1～59.6デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 62.0～62.2 デシベル、夜間 57.1

～57.8 デシベルであり、環境保全目標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以

下）を満足すると予測した。なお、施設関連車両による増加レベルは 0.3～1.0デシベル

であることから影響は小さいと予測した。 

地点 No.2 の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 66.9～67.7 デシベル、夜

間 65.1～66.1デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 66.8～67.0 デシベル、夜間 62.2

～62.9 デシベルであり、環境保全目標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以

下）を平日の夜間のみ上回ると予測したが、現況においても既に環境保全目標を上回っ

ており、施設関連車両による増加レベルは 0.0～0.2デシベルであることから影響は小さ

いと予測した。 

地点 No.3の将来交通量による平日の等価騒音レベルは昼間 63.7デシベル、夜間 58.4

デシベル、休日の等価騒音レベルは昼間 59.8 デシベル、夜間 57.6 デシベルであり、環

境保全目標（昼間：65 デシベル以下、夜間：60 デシベル以下）を満足すると予測した。

なお、施設関連車両による増加レベルは 0.2～0.7デシベルであることから影響は小さい

と予測した。 

本事業においては、施設関連車両の規制速度の遵守を徹底するなどの環境保全のための

措置を講じる。 

以上のことから、本事業の供用に伴う施設関連車両の走行は、沿道の生活環境の保全に

著しい影響を及ぼすことはないものと評価する。 
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4.4.2 振 動 

環境影響評価の対象は、工事中の建設機械の稼働及び工事用車両の走行、供用時の施設

関連車両の走行に伴う振動の影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 振動の状況（環境振動、道路交通振動及び地盤卓越振動数） 

(a) 現地調査 

ア. 環境振動 

環境振動の現地調査結果は、表 4.4.2-1に示すとおりである。 

環境振動の振動レベル（L10）は、平日の昼間が 42.2デシベル、夜間が 40.1デシベル

であり、振動感覚閾値を下回っていた。 

 

表4.4.2-1 環境振動の現地調査結果 

調査地点 区分 
時間 

区分 

環境振動レベル（デシベル） 振動感覚閾値 

（デシベル） L10 L50 L90 

地点Ａ 

（計画地近傍） 
平日 

昼間 42.2 38.5 35.2 
55 

夜間 40.1 35.5 30.9 

注：1.時間区分 昼間：8～19時、夜間19～8時 

注：2.L50は中央値、L10及びL90は80％レンジの上端値及び下端値を示す。 

注：3.L50、L10及びL90は算出平均値を示す。 

注：4.振動感覚閾値は、通常、人が感じ始める振動レベルである。 
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イ. 道路交通振動 

道路交通振動の現地調査結果は、表 4.4.2-2に示すとおりである。 

道路交通振動の振動レベル（L10）は、No.1では平日の昼間が 42.6 デシベル、夜間が

39.5 デシベル、休日の昼間が 35.8 デシベル、夜間が 36.1 デシベル、No.2 では平日の

昼間が 41.6 デシベル、夜間が 39.1デシベル、休日の昼間が 37.5デシベル、夜間が 34.1

デシベル、No.3では平日の昼間が 44.6デシベル、夜間が 42.3デシベル、休日の昼間が

39.9デシベル、夜間が 39.0デシベルであった。 

要請限度と比較すると、すべての時間帯で要請限度を満足していた。 

 

表4.4.2-2 道路交通振動の現地調査結果 

調査地点 区分 
時間 

区分 

道路交通振動レベル（デシベル） 要請限度 

（デシベル） 

（L10） 
L10 L50 L90 

No.1 

（一般県道101号扇町 

川崎停車場線） 

平日 
昼間 42.6 39.0 35.4 70以下 

夜間 39.5 34.9 30.4 65以下 

休日 
昼間 35.8 31.2 27.1 70以下 

夜間 36.1 30.6 25.3 65以下 

No.2 

（市道南幸町 

渡田線） 

平日 
昼間 41.6 34.6 31.0 65以下 

夜間 39.1 32.5 27.6 60以下 

休日 
昼間 37.5 29.8 25.8 65以下 

夜間 34.1 26.5 22.7 60以下 

No.3 

（市道鋼管通 

66号線） 

平日 
昼間 44.6 40.9 37.4 70以下 

夜間 42.3 36.5 31.0 65以下 

休日 
昼間 39.9 33.8 29.8 70以下 

夜間 39.0 31.4 25.4 65以下 

注：1.時間区分 昼間：8～19時、夜間19～8時 

注：2.L50は中央値、L10及びL90は80％レンジの上端値及び下端値を示す。 

注：3.L50、L10及びL90は算出平均値を示す。 

注：4.No.1及びNo.3では、第二種区域の要請限度が適用され、No.2では、第一種区域の要請限度が適用さ

れる。 
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ウ. 地盤卓越振動数 

地盤卓越振動数は、表 4.4.2-3に示すとおりである。 

 

表4.4.2-3 地盤卓越振動数の調査結果 

地点No. 調査地点 地盤卓越振動数（Hz） 

1 一般県道101号扇町川崎停車場線 17.1 

2 市道南幸町渡田線 19.9 

3 市道鋼管通66号線 25.3 

注：地盤卓越振動数は、最大値を示す中心周波数の平均値を示した。 

 

b. 自動車交通量等の状況 

(a) 既存資料調査 

調査結果は、「第 2 章 2.1.7 交通、運輸の状況（1）道路の状況」(p.71～73)に示すと

おりであり、計画地東側を通る一般県道 101 号扇町川崎停車場線（地点⑩：川崎市川崎

区大島 2-6-11）の令和 3年度の交通量（大型車混入率）は昼間 8,599台（20.5％）、24時

間で 11,265 台（19.9％）、計画地北西側を通る市道南幸町渡田線（地点⑯：川崎市川崎

区渡田 3-4-10）の令和 3年度の交通量（大型車混入率）は昼間 15,577台（15.0％）、24

時間で 20,873台（16.1％）であった。 

平成 22 年度からの交通量の変化はほぼ横ばい傾向であった。 

 

(b) 現地調査 

ア. 自動車交通量 

自動車交通量の現地調査結果は、表 4.4.2-4に示すとおりである。 

平日の昼間（8～19 時）の交通量は、No.1 が 5,369台、No.2が 6,134台、No.3 が 1,982

台、大型車混入率は 0.8～19.1％であった。 

平日の夜間（19～8時）の交通量は、No.1 が 1,745台、No.2が 3,773台、No.3 が 1,073

台、大型車混入率は 0.0～17.9％であった。 

平日の 24 時間交通量は、No.1 が 7,114 台、No.2 が 9,907 台、No.3 が 3,055 台、大

型車混入率は 0.5～18.8％であった。 

休日の昼間（8～19時）の交通量は、No.1が 2,531台、No.2が 5,701台、No.3 が 922

台、大型車混入率は 0.2～11.8％であった。 

休日の夜間（19～8 時）の交通量は、No.1 が 940 台、No.2 が 2,488 台、No.3 が 412

台、大型車混入率は 1.0～16.5％であった。 

休日の 24 時間交通量は、No.1 が 3,471 台、No.2 が 8,189 台、No.3 が 1,334 台、大

型車混入率は 0.4～13.1％であった。 

走行速度は、No.1が 43.5km/h、No.2 が 42.3km/h、No.3が 27.2km/hであった。 
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表4.4.2-4 自動車交通量の現地調査結果 

調査地点 区分 時間帯 
断面交通量（台） 大型車 

混入率 大型車 小型車 合計 

No.1 

（一般県道 101 号扇町

川崎停車場線） 

平日 

昼間 1,025 4,344 5,369 19.1% 

夜間 312 1,433 1,745 17.9% 

24 時間 1,337 5,777 7,114 18.8% 

休日 

昼間 299 2,232 2,531 11.8% 

夜間 155 785 940 16.5% 

24 時間 454 3,017 3,471 13.1% 

No.2 

（市道南幸町渡田線） 

平日 

昼間 977 5,157 6,134 15.9% 

夜間 477 3,296 3,773 12.6% 

24 時間 1,454 8,453 9,907 14.7% 

休日 

昼間 334 5,367 5,701 5.9% 

夜間 239 2,249 2,488 9.6% 

24 時間 573 7,616 8,189 7.0% 

No.3 

（市道鋼管通 66 号線） 

平日 

昼間 15 1,967 1,982 0.8% 

夜間 0 1,073 1,073 0.0% 

24 時間 15 3,040 3,055 0.5% 

休日 

昼間 2 920 922 0.2% 

夜間 4 408 412 1.0% 

24 時間 6 1,328 1,334 0.4% 

注：時間帯は道路交通振動に係る要請限度の時間帯であり、昼間が 8～19 時、夜間が 19～8 時である。 

 
(2) 予測・評価 

工事中及び供用時において、以下に示す振動による影響が考えられるため、その影響の

程度について予測及び評価を行う。 

・建設機械の稼働に伴う振動 

・工事用車両の走行に伴う振動 

・施設関連車両の走行に伴う振動 

 

ア 建設機械の稼働に伴う振動 

① 予 測 

a. 予測結果 

建設機械の稼働に伴う振動の予測結果は、表 4.4.2-5 及び図 4.4.2-1 に示すとおり、

最大値は計画地東側敷地境界付近の 65.4 デシベルであり、環境保全目標（75 デシベル

以下）を満足すると予測する。 

 

表4.4.2-5 建設機械の稼働に伴う振動の予測結果 

項目 予測時期 予測結果（L10）の最大値 環境保全目標 

建設作業振動 
工事着手後 

5 ヶ月目 
65.4 デシベル 75 デシベル以下 
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図 4.4.2-1 建設機械の稼働に伴う振動予測結果（工事着手後 5ヶ月目） 
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② 評 価 

建設機械の稼働に伴う振動レベルは、計画地東側敷地境界で最大 65.4デシベルであり、

環境保全目標（75 デシベル以下）を満足すると予測した。 

本事業の工事においては、工法について、極力振動の影響が小さい工法を採用するなど

の環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う建設機械の稼働に伴う振動は、計画地周辺の生活

環境の保全に支障はないと評価する。 

 

イ 工事用車両の走行に伴う振動 

① 予 測 

a. 予測結果 

工事用車両の走行に伴う振動の予測結果は、表 4.4.2-6(1)～(2)に示すとおりである。 

地点 No.1の工事中交通量による振動レベルは昼間 42.6デシベル、夜間 39.9デシベル

であり、環境保全目標（昼間 70 デシベル以下、夜間 65デシベル以下）を満足すると予

測する。なお、工事用車両による増加レベルは 0.0～0.4デシベルであることから影響は

小さいと予測する。 

地点 No.3の工事中交通量による振動レベルは昼間 44.9デシベル、夜間 42.6デシベル

であり、環境保全目標（昼間 70 デシベル以下、夜間 65デシベル以下）を満足すると予

測する。なお、工事用車両による増加レベルは 0.3 デシベルであることから影響は小さ

いと予測する。 

 

表4.4.2-6(1) 工事用車両の走行に伴う振動の予測結果（工事着手後11ヶ月目）[昼間] 
単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

工事中一般

交通量 

による 

振動レベル 

工事中 

交通量 

による 

振動レベル 

工事中一般

交通量 

による 

振動レベル 

工事中 

交通量 

による 

振動レベル 

工事用車

両の走行

に伴う増

加レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 42.6 44.7 -2.1 44.7 44.7 42.6 42.6 0.0 

70 
東側 － 44.7 -2.1※ 44.7 44.7 42.6 42.6 0.0 

No.3 
北側 44.6 37.3 7.3 37.3 37.6 44.6 44.9 0.3 

70 
南側 － 37.3 7.3※ 37.3 37.6 44.6 44.9 0.3 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19時～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 
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表4.4.2-6(2) 工事用車両の走行に伴う振動の予測結果（工事着手後11ヶ月目）[夜間] 
単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

工事中一般

交通量 

による 

振動レベル 

工事中 

交通量 

による 

振動レベル 

工事中一般

交通量 

による 

振動レベル 

工事中 

交通量 

による 

振動レベル 

工事用車

両の走行

に伴う増

加レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 39.5 42.2 -2.7 42.2 42.6 39.5 39.9 0.4 

65 
東側 － 42.2 -2.7※ 42.2 42.6 39.5 39.9 0.4 

No.3 
北側 42.3 36.3 6.0 36.3 36.6 42.3  42.6  0.3 

65 
南側 － 36.3 6.0※ 36.3 36.6 42.3  42.6  0.3 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19時～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

② 評 価 

地点 No.1の工事中交通量による振動レベルは昼間 42.6デシベル、夜間 39.9デシベル

であり、環境保全目標（昼間 70 デシベル以下、夜間 65デシベル以下）を満足すると予

測した。なお、工事用車両による増加レベルは 0.0～0.4デシベルであることから影響は

小さいと予測した。 

地点 No.3の工事中交通量による振動レベルは昼間 44.9デシベル、夜間 42.6デシベル

であり、環境保全目標（昼間 70 デシベル以下、夜間 65デシベル以下）を満足すると予

測した。なお、工事用車両による増加レベルは 0.3 デシベルであることから影響は小さ

いと予測した。 

本事業の工事においては、工事用車両の運転者に対し、適宜運転教育を実施し、加減速

の少ない運転を行うこと等のエコドライブを徹底するなどの環境保全のための措置を講

じる。 

以上のことから、本事業の工事に伴う工事用車両の走行は、沿道の生活環境の保全に支

障はないと評価する。 
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ウ 施設関連車両の走行に伴う振動 

① 予 測 

a. 予測項目 

b. 予測結果 

施設関連車両の走行に伴う振動の予測結果は、表 4.4.2-7(1)～(4)に示すとおりであ

る。 

地点 No.1の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 43.4デシベル、夜間 40.8デシ

ベル、休日の振動レベルは昼間 40.1 デシベル、夜間 39.7 デシベルであり、環境保全目

標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65デシベル以下）を満足すると予測する。なお、施

設関連車両による増加レベルは 0.0～0.6 デシベルであることから影響は小さいと予測

する。 

地点 No.2 の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 41.7～42.3 デシベル、夜間

39.1～39.8 デシベル、休日の振動レベルは昼間 37.6～38.2 デシベル、夜間 34.1～34.7

デシベルであり、環境保全目標（北側は昼間：65デシベル以下、夜間：60デシベル以下、

南側は昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以下）を満足すると予測する。なお、

施設関連車両による増加レベルは 0.0～0.1 デシベルであることから影響は小さいと予

測する。 

地点 No.3の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 45.9デシベル、夜間 42.6デシ

ベル、休日の振動レベルは昼間 44.0 デシベル、夜間 39.0 デシベルであり、環境保全目

標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65デシベル以下）を満足すると予測する。なお、施

設関連車両による増加レベルは 0.0～4.1 デシベルであることから影響は小さいと予測

する。 
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表4.4.2-7(1) 施設関連車両の走行に伴う振動の予測結果（平日）[昼間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

施設関連車

両の走行に

伴う増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 42.6 44.7 -2.1 45.3 45.5 43.2 43.4 0.2 

70 
東側 - 44.7 -2.1※ 45.3 45.5 43.2 43.4 0.2 

No.2 
南西側 - 46.4 -4.1※ 46.4 46.4 42.3 42.3 0.0 70 

北東側 41.6 45.7 -4.1 45.7 45.8 41.6 41.7 0.1 65 

No.3 
北側 44.6 37.3 7.3 37.7 38.6 45.0 45.9 0.9 

70 
南側 - 37.3 7.3※ 37.7 38.6 45.0 45.9 0.9 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

表4.4.2-7(2) 施設関連車両の走行に伴う振動の予測結果（平日）[夜間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

施設関連車

両の走行に

伴う増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 39.5 42.2 -2.7 43.5 43.5 40.8 40.8 0.0 

65 
東側 - 42.2 -2.7※ 43.5 43.5 40.8 40.8 0.0 

No.2 
南西側 - 46.4 -6.7※ 46.5 46.5 39.8 39.8 0.0 65 

北東側 39.1 45.8 -6.7 45.8 45.8 39.1 39.1 0.0 60 

No.3 
北側 42.3 36.3 6.0 36.6 36.6 42.6 42.6 0.0 

65 
南側 - 36.3 6.0※ 36.6 36.6 42.6 42.6 0.0 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 
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表4.4.2-7(3) 施設関連車両の走行に伴う振動の予測結果（休日）[昼間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

施設関連車

両の走行に

伴う増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 35.8 38.5 -2.7 42.2 42.8 39.5 40.1 0.6 

70 
東側 - 38.5 -2.7※ 42.2 42.8 39.5 40.1 0.6 

No.2 
南西側 - 43.8 -5.7※ 43.8 43.9 38.1 38.2 0.1 70 

北東側 37.5 43.2 -5.7 43.2 43.3 37.5 37.6 0.1 65 

No.3 
北側 39.9 29.8 10.1 29.8 33.9 39.9 44.0 4.1 

70 
南側 - 29.8 10.1※ 29.8 33.9 39.9 44.0 4.1 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

表4.4.2-7(4) 施設関連車両の走行に伴う振動の予測結果（休日）[夜間] 

単位：デシベル 

予測地点 

調査結果 

（L10） 

予測計算値 

（L10） 

補正値 

（L10） 
予測計算値（L10） 予測結果（L10） 

環境 

保全 

目標 

現況交通量 

による 

振動レベル 

現況交通量 

による 

振動レベル 

予測地点に

おける現地

調査結果と

予測計算値

の差 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

将来一般 

交通量 

による 

振動レベル 

将来 

交通量 

による 

振動レベル 

施設関連車

両の走行に

伴う増加 

レベル 

① ② ③(①-②) ④ ⑤ ⑥(④+③) ⑦(⑤+③) ⑦-⑥ 

No.1 
西側 36.1 37 -0.9 40.6 40.6 39.7 39.7 0.0 

65 
東側 - 37 -0.9※ 40.6 40.6 39.7 39.7 0.0 

No.2 
南西側 - 42.6 -8.0※ 42.6 42.7 34.6 34.7 0.1 65 

北東側 34.1 42.1 -8.0 42.1 42.1 34.1 34.1 0.0 60 

No.3 
北側 39 29.3 9.7 29.3 29.3 39.0 39.0 0.0 

65 
南側 - 29.3 9.7※ 29.3 29.3 39.0 39.0 0.0 

注：1.振動レベルは、昼間（8～19時）及び夜間（19～8時）で予測結果が最大となる振動レベルである。 

注：2.※補正値は道路両側の沿道状況がほぼ同様であったため、現地調査を行っていない側（反対車線側）の補正値 

としても適用した。 

 

 

  



175 

② 評 価 

地点 No.1の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 43.4デシベル、夜間 40.8デシ

ベル、休日の振動レベルは昼間 40.1 デシベル、夜間 39.7 デシベルであり、環境保全目

標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65デシベル以下）を満足すると予測した。なお、施

設関連車両による増加レベルは 0.0～0.6 デシベルであることから影響は小さいと予測

した。 

地点 No.2 の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 41.7～42.3 デシベル、夜間

39.1～39.8 デシベル、休日の振動レベルは昼間 37.6～38.2 デシベル、夜間 34.1～34.7

デシベルであり、環境保全目標（北側は昼間：65デシベル以下、夜間：60デシベル以下、

南側は昼間：70 デシベル以下、夜間：65 デシベル以下）を満足すると予測した。なお、

施設関連車両による増加レベルは 0.0～0.1 デシベルであることから影響は小さいと予

測した。 

地点 No.3の将来交通量による平日の振動レベルは昼間 45.9デシベル、夜間 42.6デシ

ベル、休日の振動レベルは昼間 44.0 デシベル、夜間 39.0 デシベルであり、環境保全目

標（昼間：70 デシベル以下、夜間：65デシベル以下）を満足すると予測した。なお、施

設関連車両による増加レベルは 0.0～4.1 デシベルであることから影響は小さいと予測

した。 

本事業においては、施設関連車両に対して、加減速の少ない運転を行うこと等のエコド

ライブの実施を指導するなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、本事業の供用に伴う施設関連車両の走行は、沿道の生活環境の保全に

著しい影響を及ぼすことはないものと評価する。 

 

 



176 

4.5 廃棄物等 

4.5.1 一般廃棄物 

環境影響評価の対象は、本事業の実施に伴い発生する一般廃棄物による影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 一般廃棄物の状況 

川崎市における 2013（平成 25）～2024（令和 6）年度の一般廃棄物の推移は図 4.5.1-1

に、処理状況は表 4.5.1-1に示すとおりである。 

令和6年度における一般廃棄物の総排出量は449,192t、その内、焼却ごみが315,155t、

資源化量は 134,037t で資源化率は 29.8％である。それぞれの内訳を見ると、焼却ごみ

では家庭系が 226,081t、事業系が 89,074t、資源化物では家庭系が 80,019t、事業系が

54,018tである。 

川崎市では、家庭系ごみ及び資源化物については、地域により収集日を決めて分別収

集を実施している。一方、事業系ごみについては、事業者自らが市の処理施設へ持ち込

むか、許可業者に収集を委託することで処理している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和7年度環境局事業概要－廃棄物編－」（令和7年8月、川崎市） 

 

図 4.5.1-1 川崎市における焼却ごみ量・資源化量、人口の推移（平成 25～令和 6年度） 
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表 4.5.1-1 川崎市のごみ焼却量等の実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和7年度環境局事業概要－廃棄物編－」（令和7年8月、川崎市） 
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(2) 予測・評価 

本事業の実施に伴い商業施設から発生する一般廃棄物を対象とし、廃棄物の種類、排出

量及び処理・処分方法について予測及び評価を行った。 

 

① 予 測 

a. 予測結果 

本事業の実施に伴い発生する事業系一般廃棄物の種類及び排出量は、表 4.5.1-2に示

すとおりである。また、主な処理・処分方法は、表 4.5.1-3に示すとおりである。供用

後の事業系一般廃棄物排出量の合計は約 518.5t/年と予測する。 

供用時に発生する事業系一般廃棄物は、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する

条例」及び「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づく廃棄物保管施設を設け、分別排出

を徹底することにより、許可業者、古紙業者等による収集・運搬及び川崎市等による適

正な処分が実施されると予測する。 

 

表 4.5.1-2 供用時に発生する一般廃棄物の種類及び排出量 

種類 店舗面積（m2） 排出原単位（kg/m2・年） 排出量（t/年） 

紙類 

新聞紙 

約 5,000 

2.6 約 13.0 

段ボール 75.3 約 376.5 

その他紙類 5.0 約 25.0 

食品廃棄物 20.8 約 104.0 

合計 － － 約 518.5 

注：四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

 

表 4.5.1-3 事業系一般廃棄物の主な処理・処分方法 

種 類 主な処理・処分方法 

紙類 古紙業者等に委託し、適切にリサイクル・処分 

食品廃棄物 一般廃棄物処理業者（許可業者）に委託し、適切に処分 

 

② 評 価 

本事業の実施に伴い発生する事業系一般廃棄物の排出量は約 518.5t/年と予測した。 

供用時に発生する事業系一般廃棄物は、「川崎市廃棄物の処理及び再生利用等に関する

条例」及び「廃棄物保管施設設置基準要綱」に基づく廃棄物保管施設を設け、分別排出を

徹底することにより、許可業者、古紙業者等による収集・運搬及び川崎市等による適正な

リサイクル及び処分が実施されると予測した。 

廃棄物保管施設においては、掲示物等により資源化を促すことや紙類（段ボール等）は

古紙業者に委託し再資源化するなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障がないと評価する。 
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4.5.2 産業廃棄物 

環境影響評価の対象は、工事の実施に伴う産業廃棄物の発生による影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 産業廃棄物の状況 

川崎市における令和 5年度の産業廃棄物の排出、処理状況は図 4.5.2-1に、建設業の

処理状況は図 4.5.2-2に示すとおりである。 

川崎市全体の産業廃棄物の発生量は 4,338千ｔ/年であり、有償物量は 1,854千ｔ/年

（発生量の 42.7％）、排出量は 2,483千ｔ/年（同 57.3％）である。 

また、排出量のうち減量化量は 1,574千ｔ/年、再生利用量は 854千ｔ/年、最終処分

量は 56 千ｔ/年である。 

有償物量と再生利用量を合わせた資源化量は 2,652千ｔ/年であり、発生量に対する割

合は 61.1％である。 

建設業の産業廃棄物の排出量は 563千ｔ/年（全排出量の 13.4％）である。 

排出量のうち減量化量は 75千ｔ/年、再生利用量は 474千ｔ/年、最終処分量は 13千

ｔ/年であり、排出量に対する再生利用量の割合は 84.3％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：「令和6年度川崎市産業廃棄物実態調査報告書（令和5年度実績）」（令和7年3月、川崎市） 

 
図 4.5.2-1 川崎市における産業廃棄物の処理状況（全体）  
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出典：「令和6年度川崎市産業廃棄物実態調査報告書（令和5年度実績）」（令和7年3月、川崎市） 

 
図 4.5.2-2 川崎市における産業廃棄物の処理状況（建設業） 

 

(2) 予測・評価 

工事の実施及び供用時の事業活動においては、以下に示す産業廃棄物の発生による影響

が考えられるため、その影響の程度について予測及び評価を行う。 

・工事の影響（新築工事）に伴い発生する産業廃棄物 

・施設の供用に伴い発生する産業廃棄物 

 

ア 工事の影響（新築工事）に伴い発生する産業廃棄物 

① 予 測 

a. 予測結果 

工事の実施に伴い発生する産業廃棄物の種類、発生量等及び主な処理・処分方法は、

表 4.5.2-1に示すとおりである。 

工事の実施に伴い発生する産業廃棄物発生量の合計は約 719ｔであり、再資源化量の

合計は約 710ｔ（約 98.8％）、最終処分量の合計は約 9ｔ（約 1.2％）と予測する。建設

汚泥の発生量は、約 7ｔであり、再資源化量は 7ｔ（約 97.0 ％）、最終処分量は約 0ｔ

（約 3.0％）と予測する。 

処理・処分方法は、発生した産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等に基づき積極的に発生抑

制するとともに、分別の徹底や可能な限り資源化を図る等を行い、収集・運搬や処分の

業の許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託により適正に収集・運搬及び処分を行う

と予測する。 
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表 4.5.2-1 工事に伴い発生する産業廃棄物の種類、発生量等及び主な処理・処分方法 

廃棄物の種類 

廃棄物 

発生量(t) 

① 

再資源化率 

（％） 

② 

再資源化量 

(t) 

③=①×② 

処分量 

(t) 

①－③ 

主な処理・ 

処分方法 

がれき類 
コンクリート塊 約558 約100 約558 約0 再資源化 

アスファルト・コンクリート塊 約58 約100 約58 約0 再資源化 

廃プラスチック類 約9 約85 約8 約1 再資源化・埋立 

廃塩化ビニル管・継ぎ手 約1 約65 約1 約0 再資源化・埋立 

金属くず 約13 約100 約13 約0 再資源化 

木くず 約18 約100 約18 約0 再資源化 

紙くず 約2 約99 約2 約0 再資源化・焼却 

廃石膏ボード 約15 約80 約12 約3 再資源化・埋立 

建設混合廃棄物 約39 約90 約35 約4 再資源化・焼却 

建設汚泥 約7 約97 約7 約0 再資源化・埋立 

合 計 約719 － 約710 約9 － 

注：四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

 

② 評 価 

工事の実施に伴い発生する産業廃棄物発生量の合計は約 719ｔであり、再資源化量の

合計は約 710ｔ（約 98.8％）、最終処分量の合計は約 9ｔ（約 1.2％）と予測する。建設

汚泥の発生量は、約 7ｔであり、再資源化量は 7ｔ（約 97.0 ％）、最終処分量は約 0ｔ

（約 3.0％）と予測した。 

処理・処分方法は、発生した産業廃棄物について、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等に基づき積極的に発生抑

制するとともに、分別の徹底や可能な限り資源化を図る等を行い、収集・運搬や処分の

業の許可を受けた産業廃棄物処理業者への委託により適正に収集・運搬及び処分を行う

と予測した。 

工事中に発生する産業廃棄物は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」、

「建設副産物適正処理推進要綱」等に基づき、積極的な発生抑制に努めるとともに、分

別を徹底し、可能な限り再資源化を図るなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障はないと評価す

る。 
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イ 施設の供用に伴い発生する産業廃棄物 

① 予 測 

a. 予測結果 

本事業の実施に伴い発生する供用時の産業廃棄物の種類、排出量及び処理・処分方法

は、表 4.5.2-2に示すとおりである。 

産業廃棄物の排出量の合計は約 129.5t/年と予測する｡ 

処理・処分方法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物処理の

許可を受けた収集運搬業者及び処分業者等に委託し、可能な限り再資源化を実施し、適

切に処理すると予測する。 

 

表 4.5.2-2 供用時に発生する産業廃棄物の種類、排出量及び主な処理・処分方法 

種類 店舗面積（m2） 排出原単位（kg/m2・年） 排出量（t/年） 処理・処分方法 

ビン類 

約 5,000 

8.6 約 43.0 再資源化・埋立 

缶類 5.1 約 25.5 再資源化 

ペットボトル 10.3 約 51.5 再資源化 

廃プラスチック 0.4 約 2.0 再資源化 

廃油 0.3 約 1.5 再資源化 

発泡スチロール 1.2 約 6.0 再資源化 

合計 － － 約 129.5 － 

注：四捨五入の関係により合計が合わない場合がある。 

 

② 評 価 

産業廃棄物の排出量の合計は約 129.5t/年と予測した｡ 

処理・処分方法は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、廃棄物処理の許

可を受けた収集運搬業者及び処分業者等に委託し、可能な限り再資源化を実施し、適切

に処理すると予測した。 

供用時に発生する産業廃棄物は、廃棄物保管施設においては、掲示物等により資源化

を促すなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障はないと評価す

る。 
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4.5.3 建設発生土 

環境影響評価の対象は、工事の実施に伴う建設発生土の発生による影響とする。 

 

(1) 現況調査 

① 調査結果 

a. 建設発生土の状況 

「平成 30年度建設副産物実態調査結果」の既存資料を収集・整理により、計画地及び

その周辺の建設発生土の状況を把握した。 

平成 30 年度における神奈川県での建設発生土の排出状況は、表 4.5.3-1に示すとおり

である。 

建設発生土の場外排出量の合計は 3,098.0千 m3である。 

 

表 4.5.3-1 神奈川県における建設発生土の排出状況（平成 30年度） 

工事区分 
場外搬出量 

（千 m3） 

有効利用量（千 m3） 

その他（千 m3） 
 

公共工事等での

利用 

土木工事 
公 共 1,759.0 1,646.7 105.0 112.3  

民 間 363.1 315.4 192.1 47.7  

建築工事 

新築・増改築 971.8 638.3 0.4 333.5  

解 体 2.1 2.0 0.1 0.1  

修 繕 2.0 1.1 0.0 0.9  

建設工事合計 3,098.0 2,603.5 297.6 494.5  

出典：「平成 30 年度建設副産物実態調査結果」（国土交通省 HP） 
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(2) 予測・評価 

工事の実施においては、建設発生土の発生による影響が考えられるため、その影響の程

度について予測及び評価を行う。 

 

① 予 測 

a. 予測結果 

建設工事に伴う建設発生土の発生量及び処理・処分方法は、表 4.5.3-2に示すとおり

である。 

建設発生土の発生量は約 1,933m3と予測する。 

建設発生土は計画地での埋戻し及び保管等が困難であるため、全量を場外搬出する計

画であり、許可を受けた処分場に搬出することから、建設発生土は適正に処理・処分さ

れると予測する。 

 

表 4.5.3-2 建設発生土の発生量及び処理・処分方法 

項 目 
計画建築物の

延べ面積（m2） 

発生原単位

（m3/m2） 

建設発生土の 

発生量（m3） 
処理・処分方法 

建設発生土 約7,025 0.2293 約1,933 
許可を得た処分場

へ搬出 

注：1.建設発生土はほぐした土量の変化率（1.20：砂質土（普通土））を見込んでいる。 

注：2.四捨五入の関係により値が合わない場合がある。 

 
② 評 価 

建設発生土の発生量は約 1,933m3と予測した。 

建設発生土は計画地での埋戻し及び保管等が困難であるため、全量を場外搬出する計画

であり、許可を受けた処分場に搬出することから、建設発生土は適正に処理・処分される

と予測した。 

本事業の工事においては、場外に搬出する建設発生土は、「建設副産物適正処理推進要

綱」等に基づき、適正に処理･処分を行うなどの環境保全のための措置を講じる。 

以上のことから、資源の循環を図るとともに、生活環境の保全に支障はないと評価する。 

 
 


